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介
護
人
材
確
保
と
改
正
介
護
保
険
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

介
護
職
員
へ
の
給
料
不
払
い
な
ど
に
よ
り
、
退
職
者
が
相
次
ぎ
、
昨
年
、
秋
田
県
仙
北
市
の
民
間
有
料
老
人
ホ
ー
ム
が
突

然
閉
鎖
さ
れ
、
入
居
者
が
他
施
設
へ
の
移
動
や
自
宅
へ
戻
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
こ
の
よ

う
な
事
態
に
対
し
て
、
四
月
二
十
五
日
に
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
改
正
介
護
保
険
法
案
で
は
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
る
の

か
。

二

改
正
介
護
保
険
法
案
で
は
、
事
業
廃
止
時
の
サ
ー
ビ
ス
確
保
対
策
を
充
実
さ
せ
る
と
し
て
い
る
が
、
い
く
ら
行
政
が
勧

告
、
命
令
を
し
て
も
、
一
の
よ
う
に
突
然
閉
鎖
し
、
夜
逃
げ
を
す
る
よ
う
な
事
業
者
に
対
し
て
、
国
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
の
か
。
何
ら
か
の
罰
則
は
あ
る
の
か
。

三

介
護
職
員
を
確
保
で
き
ず
に
、
施
設
を
閉
鎖
、
事
業
を
廃
止
す
る
事
業
者
は
、
全
国
に
ど
れ
だ
け
存
在
す
る
の
か
。
把
握

し
て
い
な
い
な
ら
ば
早
急
に
把
握
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。


